
改正：平成26年（2014）年10月6日

施行：平成19年（2007）年04月1日

制定：平成18年（2006）年10月3日

前 文
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第１章　総 則
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第２章　市 民

第３章　議 会 及び 議 員
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第４章　市 長 及び 職 員
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第５章　行政運営の基本
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第６章　基本原則によるまちづくりの推進

第１節　市民参加の推進

   市長等は、附属機関について、その設置の目的等に
応じ、委員の一部を公募することなどにより、幅広い市
民が参加できるよう努めなければならない。
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第２節　情報共有の推進
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決まってしまってからだと、市民が
意見や提案を述べても、市政に反
映するのは難しいよね。

だから、決まる前の「立案」の段階
から積極的に情報提供するという
ことが書いてあるんですね。

広報さっぽろや市役所のホームペー
ジには、検討中のことも載っているよ
ね。こういう情報があると、私たちも
一緒に考えられるわ。



第３節　身近な地域におけるまちづくりの推進

ごみ

第７章　他の自治体等との連携・協力

10か所の区役所と、87
か所のまちづくりセン
ターが、地域のまちづ
くりの拠点として、皆
さんのまちづくり活動
を応援します。
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第31条　市は、市民自治によるまちづくりに関する施策又は制度がこの条例の趣旨に沿って整備され、又は
   運用されているかどうかを評価し、必要な見直しを行うための仕組みを整備しなければならない。
２　市は、前項の規定による評価に当たっては、市民の意見が適切に反映されるよう努めなければならない。

第32条　市は、５年を超えない期間ごとに、市民の意見を聴いたうえで、この条例の規定について検討を加
   え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講ずるものとする。

第33条　前２条の規定による市民自治によるまちづくりに関する施策又は制度についての評価及びこの条
   例の規定についての検討を行うため、札幌市市民自治推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。
２　推進会議は、委員７人以内をもって組織する。
３　委員は、学識経験者、公募した市民その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
４　委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期
   間とする。
５　委員は、再任されることができる。
６　特別の事項を調査審議するため必要があるときは、第２項の委員のほかに、推進会議に臨時委員を置
   くことができる。
７　推進会議に、必要に応じ、部会を置くことができる。
８　前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例の見直し

市民自治推進会議

市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価

市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価及びこの条例の見直し第８章

（参考）札幌市自治基本条例の構成

前  文

目  的 (第1条)
市民自治によるまちづくりの実現

位置づけ (第3条)

･市政参加の保障
･まちづくり活動の支援
･情報共有の推進
･身近な地域のまちづくり

定  義 (第2条)
市民、まちづくり、市政

基本理念 (第4条)
基本原則 (第5条)

市民が主体、信託に基づく市政、市民･議会･行政の連携

市民参加、情報共有、公正･誠実な市政運営

市民の権利･責務
 (第6～9条)

議会･議員の責務
 (第10～12条)

市長･職員の責務
 (第13～15条)

基本原則による
まちづくりの推進
 (第21～29条)

他の自治体等
との連携･協力
 (第30条)

行政運営の基本
 (第16～20条)

施策等の評価･条例の見直し (第31～33条)

まちづくりの最高規範

･参加する権利
･市政情報を知る権利
･相互理解と協力
･自らの言動に責任を持つ

･議会機能･活動の充実
･市民の意思把握
･開かれた議会運営

･市民意見の反映
･公正･誠実な職務遂行
･職員の育成

･情報共有と市民参加を基本
･透明性の高い行政運営
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令和2年（2020年）4月
札幌市市民文化局市民自治推進室市民自治推進課
電話：011-211-2253／FAX：011-218-5156
E-メール：shiminjichi@city.sapporo.jp

ホームページ http://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/

札幌市では、市民の皆さまが市政やまちづくり活動に参加できる機会ついて、メールマガジン
「さっぽろ市民参加メール」で情報提供を行っています。
市の制度や事業などに対して意見や提案を述べ、市政へ意見を反映させる「市政への参加」
（パブリックコメント、市民委員公募、ワークショップ、シンポジウムなどのご案内）と、
札幌をより快適で住みよいまちにするための「まちづくり活動への参加」に関する情報
（ボランティア・スタッフ募集、まちづくり活動に資する事業、制度やイベントなどのご案内）
をお届けします。

※ 登録は無料ですが、メール受信の際に発生する通信料は受信者負担となります。

01-D02-17-2345

29-1-176


